
広島市規則第３８号

令和８年３月３１日

広島市事務組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第２項中「市民相談センター」の右に「、公共施設マネジメント

推進室」を加え、「及び消費生活センター」を「、消費生活センター及び

こども・子育て政策室」に改める。

「行政経営課

第４条第１項中「行政経営課」を に、
公共施設マネジメント推進室」

「こども未来調整課 「機械保全係

「こども未来調整課」を に、 を
こども・子育て政策室」 電気保全係」

「第一機械保全係

第二機械保全係
に改め、「広島駅周辺道路整備係」を削る。

第一電気保全係

第二電気保全係」

第６条第５項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第８項中第１

１号を第１２号とし、第５号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第４

号の次に次の１号を加える。



(5) 地方分権（提案募集を除く。）及び大都市制度に関すること。

第６条第１２項第３号から第５号までを削り、同項第６号中「及び大都

市制度」を「（提案募集に限る。）」に改め、同号を同項第３号とし、同

項中第７号を第４号とし、第８号を第５号とし、第９号を第６号とし、同

項第１０号中「課」の右に「、公共施設マネジメント推進室」を加え、同

号を同項第７号とし、同条中第２０項を第２１項とし、第１９項を第２０

項とし、第１８項を第１９項とし、同条第１７項中第８号を第９号とし、

第１号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号として次の１号

を加える。

(1) 職員の人材育成及び確保に関する施策に係る企画及び総合調整に関

すること。

第６条中第１７項を第１８項とし、第１３項から第１６項までを１項ず

つ繰り下げ、第１２項の次に次の１項を加える。

１３ 行政経営部公共施設マネジメント推進室の分掌事務は、次のとおり

とする。

(1) 公共施設等マネジメントの推進に関すること。

(2) 公民連携の推進に関すること。

(3) 指定管理者制度に関すること。

第７条第１項中第１９号を第２１号とし、第９号から第１８号までを２

号ずつ繰り下げ、第８号の次に次の２号を加える。

(9) ふるさと納税（企業版ふるさと納税を除く。）の総括に関すること。

(10) 広告事業及び施設等の命名権の総括に関すること。

第９条第５項第９号中「及び地域包括ケア推進課」を削り、同条第６項



に次の１号を加える。

(7) 課の庶務に関すること。

第１０条第１項中第１号から第３号までを削り、第４号を第１号とし、

第５号から第７号までを３号ずつ繰り上げ、第８号を第５号とし、同号の

次に次の２号を加える。

(6) 児童福祉施設（心身障害児施設を除く。次号において同じ。）の指

導監査に関すること。

(7) 児童福祉施設の整備の指導に関すること。

第１０条第１項中第９号を第８号とし、同項第１０号中「課」の右に

「及びこども・子育て政策室」を加え、同号を同項第９号とし、同条第５

項第１号中「こども未来調整課」の右に「、こども・子育て政策室」を加

え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項

とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ こども・子育て政策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) こども・若者・子育て支援の推進に関する調査、企画及び総合調整

に関すること。

第１２条第６項中第１７号を削り、第１８号を第１７号とし、第１９号

を第１８号とする。

第１４条第５項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１

０号までを１号ずつ繰り上げ、同項第１１号中「市街地再開発」を「市街

地再開発事業」に改め、同号を同項第１０号とし、同項中第１２号を第１

１号とし、第１３号を第１２号とし、第１４号を削り、第１５号を第１３

号とし、同項第１６号中「広島市民球場」の右に「及び西蟹屋プロムナー



ド」を加え、同号を同項第１４号とし、同号の次に次の１号を加える。

(15) 平和大通り公園に関すること。

第１４条第５項中第１７号を削り、第１８号を第１６号とし、第１９号

から第２１号までを２号ずつ繰り上げ、同条第８項第３号中「維持補修工

事」を「整備及び維持管理」に改め、同項第４号中「改良計画及び補修計

画並びに維持補修工事」を「整備及び維持管理」に改める。

第２０条第１項中「所長を」の右に「、公共施設マネジメント推進室」

を加え、「及びデジタル行政推進室」を「、デジタル行政推進室及びこど

も・子育て政策室」に、「こども青少年施策調整担当課長」を「こども・

家庭支援担当課長」に、「紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長」を「都市

機能調整担当課長」に改める。

第２３条第２項区政調整課の分掌事務第１８号中「、発送及び管理・保

存」を「及び発送」に改め、同分掌事務第１９号及び第２０号中「もの及

び」を「もの、」に改め、「管理するもの」の右に「及び区役所で発行す

る証明書に関するもの」を加え、同条第３項地域支えあい課の分掌事務中

第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第５２号までを１号ずつ

繰り上げ、同項福祉課の分掌事務中第７３号を削り、第７４号を第７３号

とし、第７５号から第９４号までを１号ずつ繰り上げ、第９５号を削り、

第９６号を第９４号とし、第９７号から第９９号までを２号ずつ繰り上げ

る。

第２６条第２項地域支えあい課の分掌事務中第３号を削り、第４号を第

３号とし、第５号から第１１号までを１号ずつ繰り上げ、同項福祉課の分

掌事務中第４１号を削り、第４２号を第４１号とし、第４３号から第５０



号までを１号ずつ繰り上げ、第５１号を削り、第５２号を第５０号とし、

第５３号を第５１号とする。

第２８条第２項地域支えあい課の分掌事務中第２号を削り、第３号を第

２号とし、第４号から第２６号までを１号ずつ繰り上げ、同項福祉課の分

掌事務中第１４号を削り、第１５号を第１４号とする。

第４５条の見出しを「（認定こども園）」に改め、同条中「広島市阿戸

認定こども園条例」を「広島市認定こども園条例」に、「設置された広島

市阿戸認定こども園」を「、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第２条第６項に定める認定こども園として設

置された認定こども園」に、「乳児又は幼児の」を「乳幼児の教育又は」

に改める。

第４６条中「乳児又は幼児」を「乳幼児」に改める。

第８２条第１項中「又は主幹保育士」を「、主幹保育士又は主幹保育教

諭」に改める。

第８３条中「阿戸認定こども園」を「認定こども園」に、「並びに」を

「及び」に改め、「主任保育士」の右に「、主任保育教諭」を加える。

第９０条の表中「阿戸認定こども園長」を「認定こども園長」に改める。

別表の(2)の表広島市公共施設整備等事業者選定審議会の項中「企画総務

局行政経営部行政経営課」を「企画総務局行政経営部公共施設マネジメン

ト推進室」に改め、同表中

「

広島市障害児保育審 広島市障害児保育審 こども未来局幼保

議会 議会規則（平成２５ 企画課

年広島市規則第３６



号）の規定により、

を
市長の諮問に応じ、

障害児の保育に関す

る重要な事項を調査

審議すること。

」

「
広島市障害児保育審 広島市障害児保育審 こども未来局幼保

議会 議会規則（平成２５ 企画課

年広島市規則第３６

号）の規定により、

市長の諮問に応じ、

障害児の保育に関す

る重要な事項を調査

審議すること。

広島市指導不適切保 広島市指導が不適切

育教諭認定審議会 である保育教諭の認

定の手続、指導改善

研修の実施等に関す に

る規則（令和８年広

島市規則第２２号）

の規定により、市長

の諮問に応じ、教育

公務員特例法（昭和



２４年法律第１号）

の規定による幼児に

対する指導が不適切

である保育教諭の認

定に関する事項を審

議すること。
」

改め、同表広島市経済観光局指定管理者指定審議会の項中「（平和大通り

公園（平和大通り公園交流区域に限る。以下同じ。）の指定管理者の選定

に関する事項を除く。）」を削り、同表広島市都市整備局指定管理者指定

審議会の項中「平和大通り公園」の右に「（平和大通り公園交流区域に限

る。）」を加える。

附 則

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

２ 広島市公共施設整備等事業者選定審議会規則（令和４年広島市規則第

６１号）の一部を次のように改正する。

第９条中「企画総務局行政経営部行政経営課」を「企画総務局行政経

営部公共施設マネジメント推進室」に改める。

３ 広島市経済観光局指定管理者指定審議会規則（平成２５年広島市規則

第３８号）の一部を次のように改正する。

第２条中「（平和大通り公園（平和大通り公園交流区域に限る。）の

指定管理者の選定に関する事項を除く。）」を削る。


